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千葉市建築工事特記仕様書（平成２７年度版） 

Ⅰ 工事概要 

 １ 工事名称：蘇我勤労市民プラザ大規模改修電気設備工事        

 ２ 工事場所：千葉市中央区今井１丁目１４番４３号           

 ３ 敷地面積：                            

 ４ 構  造：SRC 造                         

 ５ 規  模：建築面積：    ㎡、延床面積：     ㎡ 

 本館 体育館 

建築面積    1,248.73 ㎡  1,013.93 ㎡

延床面積 4,539.17 ㎡ 1,006.99 ㎡

  ㎡  ㎡

消防法施行令別表第一 （１６）イ （１６）イ 

防火対象物 ○・特定  ・非特定 ○・特定  ・非特定 

 ６ 仕 上 げ： 

 ７ 別途工事： 

        ○・他工事との取合いは別図による。 

 ８ そ の 他： 

Ⅱ 工事仕様 

 １ 共通仕様 

   （１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 

          「公共建築工事標準仕様書 （建築工事編）（平成２５年版）」（以下「建築標仕」という。）、 

     「公共建築工事標準仕様書 （電気設備工事編）（平成２５年版）」（以下「電気標仕」という。）、 

「公共建築工事標準仕様書 （機械設備工事編）（平成２５年版）」（以下「機械標仕」という。）、 

「公共建築改修工事標準仕様書 （電気設備工事編）（平成２５年版）」（以下「電気改標仕」という。）、 

「公共建築改修工事標準仕様書 （機械設備工事編）（平成２５年版）」（以下「機械改標仕」という。）による。 

 ２ 特記仕様 

  （１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 

  （２）特記事項は、原則すべて適用する。 ・は、○印の付いたものを適用する。 

  （３）項目下部に記載の（標仕  ． ． ）内の表示番号は、標仕の該当項目又は当該図表を示す。 

  （４）（別  ． ． ）は（標仕 5.3.7）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 

  （５）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（ ）内は製品名を示す。 

  （６）□Ｇ印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 

 ３ 適用基準等 

  ・「建築工事標準詳細図」                    国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成２２年版） 

 ○・「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」           国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成２５年版）

・「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）」           国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成２５年版）

・「営繕工事写真撮影要領(平成 24 年版)・同解説 工事写真の撮り方 建築編」   国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

  ○・ 「営繕工事写真撮影要領(平成 24 年版)・同解説 工事写真の撮り方 建築設備編」  国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
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項 目 特 記 事 項 

 1 一般共通事項 

○1 工事実績情報の

登録（工事カルテ作

成・登録） 

（標仕 1.1.4） 

適用する。                                   

請負金額５００万円以上の工事については、すべて竣工登録を行う。 

 

○2 施工体制台帳 

 （標仕 1.1.5） 

 

3 品質計画 

 （標仕 1.2.2） 

  

○4 電気保安技術者 

 （建築標仕 1.3.3） 

(電気標仕 1.3.2） 

 （機械標仕 1.3.2） 

 

○5 施工条件 

 （建築標仕 1.3.5） 

  (電気標仕 1.3.3） 

(機械標仕 1.3.3） 

 

○6 発生材の処理等 

 （建築標仕 1.3.8） 

 (電気標仕 1.3.9） 

 (機械標仕 1.3.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工体制台帳及び施工体制図の作成等については、千葉市の「下請負の適正化に関する指導指針」に従

ってこれを行うとともに、作成したものの写しを監督職員に提出する。         

 

・                                           

     

 

適用する。                                   

 

 

 

 

・現場作業着手は平成２７年９月１日以降とする。それ以前に調査等を行う場合は施設管理者との協議に

よる。 

 

 

 

「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に従って適切に処理する。            

１ 解体工事のあるすべての工事 

工事に伴う発生材の処分は、事前に「産業廃棄物処理計画書」を提出し監督職員の承諾を受ける。 

   「産業廃棄物処理計画書」の内容は、監督職員の指示による。 

２ 「千葉市建設リサイクル推進計画」及び「千葉市建設リサイクル推進計画ガイドライン」に基づき請

負金額 100 万円以上のすべての工事について建設資材利用、建設副産物の発生・排出の量の大小及び有

無にかかわらず、本工事に係る「再生資源利用計画書」「再生資源利用促進計画書」を「建設リサイク

ルデータ統合システム-CREDAS-」により作成し、施工計画書に含め各 1部提出すること。 

また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

を入力システムにより作成し、ＣＤ－Ｒ等と出力した様式を各１部提出するとともに、これらの記録を

工事完成後一年間保存しておくこと。なお、「建設リサイクルデータ統合システム-CREDAS-」は、最新

版を使用する。 

３ 建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約

を締結し、｢建設廃棄物処理委託契約書｣を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。

  なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約

書を締結する。 

４ 建設副産物処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同
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申請書を１部提出すること。 

５ 建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成し、１部提出するとともに、

実際に要した処分費等（受入伝票・写真等）を証明する資料を監督職員に提出し、確認を受けること。 

建設廃棄物の処理にあたっては、適宜、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）を提示し、適正に処理し

ていることの確認を受けること。 

   

６ 建設発生土の処分 

 （１）建設発生土の利用 

      ・利用あり （      建設工事、        課発注） 

 （２）建設発生土の搬出 

      ・搬出あり  受入れ場所： 

              受入れ時間帯： 

              仮置き等： 

              搬出調書等： 

              地質分析：  ・する   ・しない 

      ・搬出なし  ・構内指示の場所にたい積    ・構内指示の場所に敷き均し 

 （３）建設発生土の搬出先への情報提供 

       受注者は、本工事から建設発生土を１００m3 以上搬出する場合は、別紙様式により搬出前に搬  

出先の区市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵送・ＦＡＸ等で提出し

なければならない。なお、提出する情報は、監督職員の指示により、また、情報提出後速やかにそ

の写しを監督職員に提出しなければならない。 

 （４）受注者は、本工事において土砂（土、砂利等）の搬入・搬出に係る運搬量が 5,000 ㎥以上の場合

は、「千葉市土砂運搬適正化対策要綱」に基づき書面または図面により協議を行うこと。 

７ 再資源化等をする施設の名称と所在地 

資材の種類 施設の名称 所 在 地 

   

   

   

   

 

８ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 

（１）特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置 

本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）

に基づく対象工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられ

た工事である。 

建設工事請負契約書「第 56 条 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と

受注者の間で確認される事項であり、原則、発注者が条件明示した方法により処理することとする。

ただし、それにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

（２）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に

基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 
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○7  材料等 

 （標仕 1.4.2） 

 

 

 

 

ア 再資源化等が完了した年月日 

イ 再資源化等した施設名称及び所在地 

ウ 再資源化等に要した費用 

なお、書面に添付する資料は「千葉市建設リサイクル推進計画ガイドライン」に定めた様式１[再

生資源利用計画書（実施書）]及び様式２[再生資源利用促進計画書（実施書）]を使用するものと

する。 

（３）請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項 

ア 建設リサイクル法第１２条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に

対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。

イ 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。 

ウ 書面は施工計画書に添付するものとする。 

（４）分別解体の方法 

 工程 作業内容 分別解体等の方法 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

造成等 造成等の工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

上部構造部分・外装 

 

上部構造部分・外装の工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

屋根 屋根の工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

その他 その他の工事 

・有   

・手作業 

・手作業・機械作業の併用 

 

９ ○・ 高圧機器等の微量 PCB 含有機器は監督職員の指示による。 

１０ 産業廃棄物の収集又は運搬に伴う運搬車両の表示及び書面の備え付け 

  産業廃棄物を自ら収集又は運搬する場合は、運搬する車両の車体の両側面に、以下の事項を鮮明に表

示すること。また、必要事項を記載した書類を常時携帯すること。 

  （１）産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する旨の表示（産業廃棄物運搬車等） 

  （２）排出事業者名（○○株式会社 等） 

  また、収集運搬車両の表示状況及び書面の備え付け状況が確認できる写真を撮影すること。 

 

本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、また、㈳公

共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質性能を有すること

の評価を受けた材料・機材等を使用することとする。ただし、これによりがたい場合、ＪＩＳ及びＪＡＳ

マークの表示のない材料及びその製造者等は、次の１～６の事項を満たすものとする。 

    １ 品質及び性能に関する試験データが整備されていること 

    ２ 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 
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8 化学物質を放散す

る建築材料等 

 （標仕 1.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３ 安定的な供給が可能であること 

    ４ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること 

    ５ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 

    ６ 販売、保守等の営業体制が整えられていること 

なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料

又は外部機関（（社）公共建築協会 他）が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるもの

とする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 

また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用す

る場合は、監督職員の承諾を受ける。                                                

 ○・ 機器仕様は、（ ・製造者の標準仕様  ○・ 国土交通省仕様）とする。 

 ○・ 機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等品以上とする場合あらかじめ監督職員の承諾を受け

る。 

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の１から５を満たすものとする。 

 １ 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散

が極めて少ないものとする。 

 ２ 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ないも

のとする。 

 ３ 接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可

塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極

めて少ないものとする。 

 ４ 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少

ないものとする。 

 ５ １、３及び４の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムア

ルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 

     また、設計図書に規定する建築材料等の品質及び性能は、次のとおりとする。 

  規制対象外 

   １ ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品 

   ２ 建築基準法施行令第 20 条の 5 第 4項による国土交通大臣認定品 

   ３ 下記表示のある JAS 規格品 

     （１）非ホルムアルデヒド系接着剤使用 

     （２）接着剤等不使用 

     （３）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 

     （４）ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

     （５）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 

     （６）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

    第三種 

     １ ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品 
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9 技能士 

 （標仕 1.5.2） 

 

10 見本施工の実施 

 （建築標仕 1.5.5） 

(電気標仕 1.5.3） 

(機械標仕 1.5.4） 

 

11 化学物質の濃度

測定 

 （建築標仕 1.5.9） 

（電気標仕 1.5.7） 

（機械標仕 1.5.8） 

 

 

 

○12 中間技術検査 

 （標仕 1.6.2） 

   

 

 

○13 完成図等 

(標仕 1.7.1） 

（表 1.7.1） 

 

 

 

 

 

 

 

○14 工事関係図書 

 

 

 

     ２ 建築基準法施行令第 20 条の 5第 3項による国土交通大臣認定品 

     ３ 旧ＪＩＳのＥｏ規格品 

     ４ 旧ＪＡＳのＦｃｏ規格品 

                                                                               

 

適用する。 

作業種別：             職種：                    

 

見本施工の部分・部品（                   ）           

 

 

 

 

施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベ

ンゼン、スチレンの濃度を測定し、報告すること。                     

    測定方法     ・測定バッジ   ・パッシブサンプラー 

    着工前の測定   ・行う 

    測定対象室    ・図示          

    測定箇所数    ・図示          

    報告の様式等については、監督職員との協議による。 

 

当初請負金額１億円以上かつ工期が６か月以上の工事、「千葉市建設工事低入札価格取扱要領」に基づく

調査において履行可能と判断し契約締結をした工事又は工事担当課長が必要と認めた工事を対象として実

施する。 

実施時期・回数は、監督職員の指示による。                     

 

○・ 完成図 黒表紙 A４版(金文字)        ２部               

○・ 完成図 二ツ折り製本 A２版         ２部 

○・ 完成図 二ツ折り製本 A４版(縮刷版)     ３部 

○・ 保全に関する資料              ２部 

○・ 材料、機器完成図               ２部 

○・ 保全情報システム入力シート          １部 

○・ 電子納品                   ２組 

 千葉市都市局建築部の電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編](平成２６年４月)による。詳

細は事前協議チェックシートにより監督職員と協議する。 

  

工事関係図書は A4 ファイルに整理保管し、工事中、監督職員から請求があったときは、速やかに提出で

きるようにするとともに、完成時には、工事完成図書一式をプラスチックボックスに入れて監督職員に提

出すること。工事写真はカラー写真（サービス版程度）とする。 
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○15 工事の保険 

 

 

○16 公共工事の実施

に伴う環境負荷の低

減 

 

○17 施工中現場への

安全パトロールにつ

いて 

 

 

○18 安全訓練等の実

施 

 

 

○19 低入札価格工事

における下請負人の

しわ寄せ防止 

 

 

 

 

 

○20 総合評価落札方

式による技術提案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

○21 工事における創

意工夫等実施状況 

 

○22 ワンデーレスポ

ンスの実施 

 

受注者は工事のすべての物件に対して、自己の負担にて工事目的物に相当する妥当な金額の火災保険・

建設工事保険等に加入し、契約書の写しを監督職員に提出する。 

 

工事の実施にあたり、「公共工事環境配慮事項確認書」等を予算担当課に提出する。 

 

 

 

 工事期間中に、千葉市建設工事安全対策委員会設置要綱、千葉市建設工事安全対策委員会運営要領及び

建築部事故防止巡回班規約に基づく、建築部事故防止巡回班の安全パトロールが実施される場合、または、

その他臨時に安全パトロールが実施される場合は、当該パトロールに協力するものとし、また、危険個所

及び作業等の改善すべき事項が指摘された場合は、速やかに改善を図るものとする。 

 

「建築工事安全施工技術指針」及び「営繕工事の発注における工事安全対策要綱」にしたがい、工事の安

全確保に努めるとともに、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割

当てて、安全訓練等を実施し、その実施状況を報告書に記録し報告すること。 

 

 低入札価格調査制度対象工事において、元請負人と一次下請負人の間で交わされる下請契約について、

建設業法に基づく契約であることを確認するため、「下請契約の適正化に関する点検表」に基づき、元請負

人、一次下請負人別に点検を行うものとする。点検は、一次下請工事の施工前及び施工後の段階ごとで、

一次下請人１者につき、各１回の点検を行うものとする。また、点検結果については、その都度監督職員

へ提出するものとする。 

 なお、元請負人、一次下請負人の記載事項に相違があった場合は、監督職員、元請負人の現場代理人、

一次下請負人の主任技術者の出席による記載内容の聴取を実施するものとする 

 

１ 技術提案に基づく施工 

  受注者は、入札時に提示した技術提案等に基づき確実に施工するものとし、技術提案等による契約金

額の変更は、行わないものとする。 

２ 技術提案が履行されない場合の措置 

  受注者の責により入札時の技術提案等が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、

工事成績評定を減ずることとし、未実施の技術提案等の項目ごとに５点を減ずる。 

３ 技術提案等に対する現場確認方法 

  受注者は、入札時に提示した技術提案等の履行確認を目的に、当該提案内容に基づき技術提案等実施

状況確認シートを作成するものとし、施工計画書とあわせて提出するものとする。 

 

 受注者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢

献として評価できる項目に関する事項について，工事完了までに所定の様式により提出することができる。

 

1 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 

「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答

するよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のう
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○23 公共事業労務費

調査に対する協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○24 過積載防止 

 

 

○25 近隣への配慮 

 

 

 

 

 

 

 

○26  ＶＥ提案 

 

 

○27 施工図等の取扱 

 

○28 グリーン購入 

 

 

 

え、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。 

２ 受注者は計画工程表の提出にあたっては、監督職員と協議のうえ、作業間の関連把握や工事の進捗状

況等を把握できる方法により、無駄を排した最適な工程表を作成すること。 

３ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生

じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

４ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す

ること。 

 

１ 本工事が国の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は調査票等に必要事項を

正確に記入し国に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後において

も、同様とする。 

２ 調査票等を提出した事業所を国が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者

は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。 

３ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう受注者は労働基準

法等に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働

者の賃金時間管理を適切に行っていかなくてはならない。 

４ 受注者が本工事の一部について下請け契約をする場合は、受注者は当該下請工事の受注者（当該下請

け工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）が前３項と同様の業務を負う旨を定めなければならな

い。 

 

 「土砂等を運搬する大型自動車よる交通事故の防止等に関する特別措置法」及びその他関係法令を遵守

し、過積載のないよう下請業者、納入業者等を指導監督すること。 

 

本工事の施工に際しては、工事による騒音、振動、安全対策等について、規制等を遵守するのはもちろ

んのこと、近隣に十分配慮し施工完了すること。近隣に対して工種、作業内容等を明示し理解と協力が得

られるよう努めること。作業時間、搬出入経路の計画に当たっては、監督職員と協議し、作業内容を遵守

すること。 

１ 本工事関係車両等の付近公道での駐車及び待機は厳禁とする。また、場内、場外を問わず作業員が

アイドリングした車内での休憩等することを禁ずる。 

２ 本工事を起因とする付近道路の汚れ等は、速やかに清掃すること。 

 

 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。 

ＶＥ提案については、技術管理課ホームページ「契約後 VE 方式のページ」による。 

 

施工図等の著作権に係わる工事目的物等に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 

 

グリーン購入推進方針に基づく実施 

 公共工事（資材、建設機械、設備、目的物） 

グリーン購入推進方針に基づく調査の協力 

 公共工事（資材、目的物） 
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○29 社内検査 

 

○30 現場代理人の取

扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 概成工期 

 

○32 設計 GL 

 

○33 工事用水 

 （建築標仕 2.3.1） 

 

○34 工事用電力 

 （建築標仕 2.3.1） 

  

○35 技術研修会の開

催に対する協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社内検査員届、社内検査員経歴書及び、品質確認書を提出する。 

 

○・  現場代理人の兼任ができる工事は、請負金額５千万円未満（建築工事以外は、請負金額２千５百万

円未満）で、合計２件までとする。ただし、調査基準価格を下回る価格により落札し、契約した場

合は兼任できない。 

・ 本工事は、１名の現場代理人により管理することができる。 

・ 補助技術者（他の工事現場に常駐し連絡や作業指示等を行う者）を専任する。 

 １ 兼任を解除する要件 

(1) 監督職員から兼任の解除を命じられたとき 

 ２ その他の要件 

   (1)現場代理人は、発注者及び工事現場と常時連絡をとれる体制をとること 

   (2)現場代理人は、作業が行われている工事現場を同時に不在することはできない 

 

適用する （  年  月  日） 

 

・図示     ○・ 設計 GL ＝ 現状 GL 

 

構内既存の施設  ・利用できない  ○・ 利用できる（○・有償 ・無償）       

 ※ただし、これに要する設備工事は請負者の負担とする 

 

構内既存の施設  ・利用できない  ○・ 利用できる（○・有償 ・無償）       

 ※ただし、これに要する設備工事は請負者の負担とする 

 

受注者は、千葉市及び関係団体から当該工事現場を使用した技術研修会の開催に関する依頼を受けた場合

は、これに協力するものとする。 
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千葉市建築工事特記仕様書（電気設備工事編）（平成２７年度版） 

Ⅰ 工事概要 

 １ 工事種目（○印を付けたものを適用する） 

 工  事  種  別 

本館 体育館    屋 外 

電 灯 設 備 ○ ○     

動 力 設 備 ○ ○     

電 熱 設 備       

雷 保 護 設 備 ○      

受 変 電 設 備 ○      

電 力 貯 蔵 設 備       

発 電 設 備 ○      

構内情報通信網設備       

構 内 交 換 設 備 ○ ○     

情 報 表 示 設 備 ○ ○     

映 像 ・ 音 響 設 備       

拡 声 設 備 ○ ○     

誘 導 支 援 設 備 ○      

テレビ共同受信設備 ○ ○     

監 視 カ メ ラ 設 備 ○ ○     

駐 車 場 管 制 設 備       

防犯・入退室管理設備       

自 動 火 災 報 知 設 備 ○ ○     

中 央 監 視 制 御 設 備       

構 内 配 電 線 路      ○ 

構 内 通 信 線 路       

 

 ２ 設備概要 

     蘇我勤労市民プラザ大規模改修に伴う電気設備工事                             

                                                         

                                                         

 

Ⅱ 工事仕様 

 １ 特記仕様 

  （１）項目、特記事項は、番号及び・に○印の付いたものを適用する。 

  （２）特記事項に記載の（電気標仕 ． ． ． ）内の表示番号は、電気標仕の該当事項又は当該表を示す。 

 

 

工事種目 

建物別及び屋外 



 

特記仕様書 11 

 

項 目 特 記 事 項 

1 機材の工場検査 

 

○2 電気工作物の種類 

 

○3 電気工事士 

 

対象機材 （ ・        ・        ・        ） 

 

○・  事業用電気工作物      ・ 一般電気工作物 

 

契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。 

 

○4 諸手続 

 

○5 工事用仮設物 

 

○6 足場・さん橋類 

 

 

 

 

 

 

 

 

○7 撤去材の引渡し 

 

○8 耐震措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、請負者の負担とする。 

 

すべて請負者の負担とする。ただし、構内に作ることが（○・ できる  ・できない） 

 

○・ 別契約の関係請負者が定置したものを無償で使用できる。 

・本工事にて設置とする。 

・電気改標仕第 1編 2.2.2 によるほか下記による。 

・外部仮設足場等（・    種  ・    種） 

○・ 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（平成 21 年 4 月 24 日付厚生労働省基発

第 0424001 号）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅

木の機能を有する足場とし、足場の組み立て、解体または変更作業は、「手すり先行方式による足場の組

み立て等に関する基準」の 2の(2)手すり据置方式又は、(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。  

 

○・ なし   ・あり（           ） 

 

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独

立行政法人建築研究所監修）により行う。 

下記に示す重要機器及び１kN を超える設備機器については、その固定方法の根拠となる強度計算書を提出

すること。 

ただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度 KH及び、設計用鉛直震度 KV＝(1/2)KHを用

いて計算する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 

 

【設計用標準水平震度】 

設置場所 機器種別 
○・ 特定の施設 ・一般の施設 

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 

上層階、 
屋上及び 
塔屋 

機器 ２．０ １．５ １．５ １．０ 

防振支持 
の機器 

２．０ ２．０ ２．０ １．５ 

水槽類 ２．０ １．５ １．５ １．０ 

中間階 

機器 １．５ １．０ １．０ ０．６ 

防振支持 
の機器 

１．５ １．５ １．５ １．０ 

水槽類 １．５ １．０ １．０ ０．６ 

地下階  
一階 

機器 １．０ ０．６ ０．６ ０．４ 

防振支持 
の機器 

１．０ １．０ １．０ ０．６ 

水槽類 １．５ １．０ １．０ ０．６ 
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○9 はつり 

 

○10 再使用機器 

 

 

○11 電線本数管路等 

 

 

12 呼び線 

 

13 天井仕上区分 

 

14 金属製電線管の 

塗装 

 

 

○15 非常用照明装置 

照度測定箇所数 

 

○16 コンセント 

 

17 地中線の埋設標 

 

 

○18 接地極 

 

 

 

 

 

 

   （注）1  上層階とは２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２ 

階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。 

        中間階とは地下階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの（平屋建の場合はなし） 

   （注）2 水槽類には、オイルタンク等を含む。 

 

  重要機器 

  ○・ 配電盤  ○・ 発電装置（防災用）  ・直流電源装置  ・交流無停電電源装置 

  ○・ 交換機  ○・ 自動火災報知受信機  ・中央監視装置   

 

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 

 

取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取り付ける。 

ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。 

 

分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数及び管径等は、監督職員の承 

諾を受けて図面と相違しても差し支えない。 

 

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ１．２mm 以上の被覆鉄線を挿入する。 

 

（ ）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。 

 

亜鉛メッキ面をエッチングプライマー処理し、合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）指定色２回塗りとする。 

 ・ 下記の配管は塗装を行う。 

 （ ・ 電気室 ・ 機械室 ・ 発電機室 ・ 屋外露出 ・ 屋内露出       ） 

 

測定数  50 箇所以上 

 

 

図面に明示なきコンセントは、プラグ不要とする。 

 

構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。 

 ・ 鉄製（     箇所）  ・ コンクリート製（     箇所） 

 

接地極の材料は下記による。 

なお、接地銅板ＥＰは９００×９００×１．５ｔ、接地棒ＥＢは１０φ×１，０００㎜とする。 
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○19 機器取付高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接地の種類 記号 接地抵抗値 接地極 

電
力
接
地 

・
・
・
・
・
・

共 同 接 地
共 同 接 地
Ａ 種 接 地
Ｂ 種 接 地
Ｃ 種 接 地
Ｄ 種 接 地

EAED 
EAECED 
EA 
EB 
EC 
ED 

10Ω以下 
10Ω以下 
10Ω以下 

※ 
10Ω以下 
100Ω以下 

EP 
EP 
EP 
EP 

・ EP ・ EB
EB 

通
信
接
地

・
・
・

構 内 交 換 機 （ 陽 極 ）
通 信 用
通 信 用

Et 
EAt 
EDt 

10Ω以下 
10Ω以下 
100Ω以下 

・ EP ・ EB
・ EP ・ EB

EB 

 

・
・
・
・

高 圧 避 雷 器
避 雷 設 備
測 定 用

 

ELH 
EL 
EO 
 

10Ω以下 
10Ω以下 

― 
 

EP 
EP 
EB 
 

※ 電力会社との協議による。 

 

図面に特記なきものは下表を標準とする。 

ただし、下表によりがたい場合は監督職員との協議による。 

 名称 測点 取付高（mm） 

共
通

取引用計器 
引込開閉器・警報盤 

地上～上端 
床上～中心 

２，０００ 
１，５００ 

電
灯 

分電盤 
 
スイッチ（一般） 
    〃  （障害者用） 
コンセント（一般） 
    〃    （和室） 
    〃    （台上） 
    〃    （車庫） 
ブラケット（一般） 
    〃    （踊場） 
    〃    （鏡上） 
避難口誘導灯 
廊下通路誘導灯 

床上～中心 
 
〃 
〃 
〃 
〃 

台上～中心 
床上～中心 

〃 
〃 

鏡上端～中心 
床上～下端 
床上～上端 

１，５００ 
（上端１，９００以下） 

１，３００ 
１，０５０ 
  ３００ 
  １５０ 
  １５０ 
  ８００ 
２，１００ 
２，５００ 
  １５０ 

  １，５００以上 
  １，０００以下 

動
力 

壁掛形制御盤 
 
開閉器箱 
操作スイッチ・押ボタン 

床上～中心 
 
〃 

１，５００ 
（上端１，９００以下） 

１，５００ 
１，３００ 

電
話 

室内端子盤（廊下・室内） 
中間端子盤（ＥＰＳ,電気室）
集合保安器箱 
壁付位置ボックス 
      〃       （一般） 
      〃       （和室） 

床上～下端 
床上～中心 

〃 
 
〃 
〃 

  ３００ 
１，５００ 

（天井高） × ０．９ 
 

  ３００ 
  １５０ 

時
計
・
拡
声

壁掛形親時計 
子時計・壁掛形スピーカー 
アッテネータ 

床上～中心 
〃 
〃 

１，５００ 
（天井高） × ０．９ 

１，３００ 
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表
示 

表示盤 
壁付発信機 
ベル・ブザー 
押ボタン 
    〃  （身障者用） 
身障者用表示灯 

床上～中心 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

（天井高） × ０．９ 
１，３００ 

（天井高） × ０．９ 
１，３００ 
９００ 

２，０００ 

イ
ン
タ
ー
ホ
ン 

インターホン 
      〃  （身障者用） 
壁付位置ボックス 
（壁付インターホンを除く）

〃      （一般） 
〃      （和室） 

床上～中心 
〃 
 
 
〃 
〃 

１，３００ 
１，１００ 

 
 

  ３００ 
  １５０ 

テ
レ
ビ
共
同
受
信

機器収容箱 
壁付位置ボックス 

〃     （一般） 
〃     （和室） 

床上～中心 
 
〃 
〃 

１，８００ 
 

  ３００ 
  １５０ 

火
災
報
知

受信機・副受信機 
機器収容箱・発信器 
ベル 
消火栓表示灯 

床上～操作部 
床上～中心 

〃 
〃 

８００～１，５００ 
８００～１，５００ 

（天井高） × ０．９ 
（天井高） × ０．８ 

  【備考】（天井高）×０．８及び（天井高）×０．９は、 

      天井高が２，５００～３，０００mm の場合に適用する。 

  

 


